
 
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

 
○ 
最
低
賃
金
審
議
会
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
六
十
三
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 
 

（
組
織
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

３ 

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
、
最
低
賃
金
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規

 

定
す
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
最
低
賃
金
の
決
定
又
は
そ 

 

の
改
正
の
決
定
そ
の
他
特
別
の
事
項
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
最 

 

低
賃
金
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る 

 

と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

（
最
低
賃
金
専
門
部
会
） 

 

第
六
条 

最
低
賃
金
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

 

審
議
会
に
置
か
れ
る
専
門
部
会
（
以
下
「
最
低
賃
金
専
門
部
会
」
と
い 

 

う
。
）
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
置
か
れ
る 

 

最
低
賃
金
専
門
部
会
に
あ
つ
て
は
、
委
員
）
の
数
は
、
九
人
以
内
と
す 

 

る
。 

 

２
～
７ 

（
略
） 

 
 

（
組
織
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

３ 

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
、
最
低
賃
金
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規

 

定
す
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
最
低
賃
金
の
決
定
又
は
そ 

 

の
改
正
の
決
定
そ
の
他
特
別
の
事
項
（
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
最 

 

低
賃
金
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る 

 

と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

（
最
低
賃
金
専
門
部
会
） 

 

第
六
条 

最
低
賃
金
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

 

審
議
会
に
置
か
れ
る
専
門
部
会
（
以
下
「
最
低
賃
金
専
門
部
会
」
と
い 

 

う
。
）
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
置
か
れ
る 

 
最
低
賃
金
専
門
部
会
に
あ
つ
て
は
、
委
員
）
の
数
は
、
九
人
以
内
と
す 

 
る
。 

 

２
～
７ 

（
略
） 

 



○ 

最
低
賃
金
法
第
四
十
条
の
地
方
運
輸
局
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 

最
低
賃
金
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
地
方
運
輸
局
を
定
め
る
政
令 

  

最
低
賃
金
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方
運
輸
局
は
、 

 

近
畿
運
輸
局
と
す
る
。 

 

最
低
賃
金
法
第
四
十
条
の
地
方
運
輸
局
を
定
め
る
政
令 

  

最
低
賃
金
法
第
四
十
条
の
政
令
で
定
め
る
地
方
運
輸
局
は
、
近
畿
運
輸 

 

局
と
す
る
。 

 



○ 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 

（
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る 

 

法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
二
十
五
条 
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法

 

律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
二 

 

条
（
同
法
第
四
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定 

 

四
～
十
一 

（
略
） 

 

２ 

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定

 

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
第
四
十
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第 

 

四
十
二
条
の
規
定 

 

四
～
十
一 

（
略
） 

 

（
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る 

 

法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
二
十
五
条 

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法

 

律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
六 

 

条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定 

 

四
～
十
一 

（
略
） 

 

２ 

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定

 

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
第
四
十
四
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法 

 

第
四
十
六
条
の
規
定 

 

四
～
十
一 

（
略
） 

 



○ 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 

（
法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で 

 

定
め
る
も
の
） 

 

第
三
条 

法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政

 

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条 

 

の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定 

 

四
～
十 

（
略
） 

 

（
法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で 

 

定
め
る
も
の
） 

 

第
三
条 

法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政

 

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
四 

 

条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定 

 

四
～
十 

（
略
） 

 



○ 

港
湾
労
働
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 

（
法
第
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定 

 

） 
 

第
三
条 

法
第
十
三
条
第
一
号
（
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第

 

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の 

 

規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条 

 

の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定 

 

四
～
九 

（
略
） 

 

（
法
第
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定 

 

） 
 

第
三
条 

法
第
十
三
条
第
一
号
（
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第

 

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の 

 

規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
四 

 

条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定 

 

四
～
九 

（
略
） 

 



○ 

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 

（
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規 

 

定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
一
条 

船
員
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第

 

一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は 

 

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条 

 

の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定 

 
 

六
～
十
三 

（
略
） 

 

（
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規 

 

定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
一
条 

船
員
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第

 

一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は 

 

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
四 

 

条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定 

 
 

六
～
十
三 

（
略
） 

 



○ 

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
十
四
号
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

現 
 
 
 

 
 
 

行 
 

 
 

（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政

 

令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
二
条 

法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ

 

て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に 

 

掲
げ
る
規
定
及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
と
す
る
。 

 
 

一 

（
略
） 

 
 

二 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条

 

の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二
条
の
規
定 

   

三
・
四 

（
略
） 

 
 

（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政

 

令
で
定
め
る
も
の
） 

 

第
二
条 

法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ

 

て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に 

 

掲
げ
る
規
定
及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
と
す
る
。 

 
 

一 

（
略
） 

 
 

二 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
四

 

条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定 

   

三
・
四 

（
略
） 

  




